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第
２
次  

安
曇
野
市
行
財
政
改
革
大
綱
を
策
定
し
ま
し
た

進
め
ま
す
。行
財
政
改
革

行財政改革の体系
基本理念
　　 市民の視点に立ち、行政経営の向上を目指す

3 つの基本方針

5 つの重点項目 PDCA による進捗管理

◦市民とともに進める
　行政経営の実現

◦簡素で効率的な
　行政経営の実現

◦市民満足度の高い
　行政サービスの実現

市 民との協働体制推進

業 務の効率化

公 的施設の効果的利用

健 全な財政基盤の確立

本 庁組織と総合支所機能の
　　見直しと組織体制の確立

　

安
曇
野
市
は
平
成
18
年
に
「
安
曇
野

市
行
財
政
改
革
大
綱
（
第
1
次
）」（
以

下
、
第
１
次
大
綱
）
を
策
定
し
、
市
民

と
の
協
働
に
よ
る
市
政
の
推
進
・
健
全

な
財
政
基
盤
の
確
立
・
職
員
の
定
員
適

正
化
な
ど
の
行
財
政
改
革
に
取
り
組
ん

で
き
ま
し
た
。

　

具
体
的
な
成
果
と
し
て
は
、
市
民
活

動
の
拠
点
と
な
る
市
民
活
動
セ
ン
タ
ー

を
設
置
し
た
こ
と
や
、
平
成
17
年
度
か

ら
5
年
間
で
職
員
数
が
91
人
削
減
さ
れ

た
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

　

第
１
次
大
綱
の
計
画
年
度
が
昨
年
度

で
終
了
し
、
平
成
22
年
度
か
ら
5
年
間

の
行
財
政
改
革
の
指
針
と
な
る
「
第
2

次
安
曇
野
市
行
財
政
改
革
大
綱
」（
以

下
、
第
2
次
大
綱
）
と
実
施
計
画
を
こ

の
度
策
定
し
ま
し
た
。

　

本
市
を
取
り
巻
く
状
況
は
、
少
子
高

齢
化
に
よ
る
人
口
減
少
や
行
政
ニ
ー
ズ

の
多
様
化
な
ど
、
大
き
く
変
化
し
て
お

り
、
こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
の
行
政
経

営
は
、
時
代
の
大
き
な
変
化
や
そ
の
ス

ピ
ー
ド
に
柔
軟
に
対
応
で
き
る
シ
ス
テ

ム
へ
の
転
換
と
、
将
来
を
見
据
え
た
行

財
政
改
革
の
継
続
的
な
取
り
組
み
が
求

め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

今
回
の
大
綱
は
、「
市
民
の
視
点
に

立
ち
、
行
政
経
営
の
向
上
を
目
指
す
」

を
基
本
理
念
と
し
、
こ
れ
ま
で
の
行
財

政
改
革
の
取
り
組
み
を
継
続
・
発
展
さ

せ
る
も
の
で
す
。
こ
の
実
現
に
よ
り
、

将
来
に
わ
た
り
自
立
で
き
る
足
腰
の
強

い
自
治
体
、
新
た
な
行
政
ニ
ー
ズ
に
迅

速
か
つ
的
確
に
対
応
で
き
る
自
治
体
を

目
指
し
ま
す
。

「
第
１
次
大
綱
」
で
一
定
の
成
果

取
り
組
み
の
継
続
・
発
展
「
第
2
次
大
綱
」

具体的な取り組み（抜粋）
第 2 次安曇野市行財政大綱は、各総合支所地域支援課で閲覧できます。また、市のホームページにも掲載しています。

　公的施設の効果的利用

　健全な財政基盤の確立

　本庁機能と総合支所機能の
　見直しと組織体制の確立

　市民との協働体制推進用

　業務の効率化

低
・
未
利
用
財
産
の
整
理
処
分
、有
効
活
用

所
有
の
未
利
用
地
や
不
用
と
な
っ

た
土
地
の
売
却
・
貸
し
付
け
な
ど

を
引
き
続
き
推
進
し
、
財
源
の
確
保
、
維

持
管
理
に
係
る
経
費
・
業
務
の
削
減
を
図

り
ま
す
。

非
営
利
公
益
市
民
活
動
の
促
進

民
活
動
セ
ン
タ
ー
の
設
置
と
運
営

に
よ
り
、
市
民
間
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
と
市

民
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
Ｎ
Ｐ
Ｏ
等
多
様
な

交
流
を
実
現
し
、
協
働
の
ま
ち
づ
く
り
を

推
進
し
ま
す
。

行
政
評
価
の
活
用

政
資
源
（
人
・

も
の
・
カ
ネ
・

情
報
）
の
選
択
的
・
集

中
的
な
配
分
を
実
現
す
る
た
め
、
平
成
19

年
度
か
ら
構
築
を
進
め
て
き
た
行
政
評

価
（
事
務
事
業
評
価
・
施
策
評
価
）
に
つ

い
て
引
き
続
き
取
り
組
み
を
進
め
、
評
価

結
果
を
実
施
計
画
と
予
算
に
確
実
に
反
映

し
、
総
合
計
画
に
掲
げ
た
施
策
の
具
現
化

と
新
た
な
行
政
経
営
シ
ス
テ
ム
の
確
立
を

目
指
し
ま
す
。

健
全
財
政
の
堅
持

成
19
年
6
月
22
日
に
成
立
し
た
「
地

方
公
共
団
体
の
財
政
の
健
全
化
に
関

す
る
法
律
」
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
、
新
た
な

指
標
に
沿
っ
た
健
全
化
を
堅
持
し
ま
す
。

実
質
公
債
費
比
率
※
１：

15
％
以
下

将
来
負
担
比
率
※
２：

70
％
以
下

収
税
等
収
納
率
の
向
上

負
担
の
公
平
性
と
自
主
財
源
を
確
保

す
る
観
点
か
ら
、
年
間
計
画
と
収
納

対
策
計
画
に
よ
り
、
計
画
的
に
き
ぜ
ん
と
し

た
態
度
で
滞
納
整
理
を
進
め
、
収
納
率
の
向

上
を
図
り
ま
す
。
目
標
収
納
率　

現
年
分
：

98
・
26
％
、
滞
納
繰
越
分
：
18
％

公
共
施
設
の
土
地
賃
借
基
準
の
見
直
し

共
施
設
敷
地
の
借
地
部
分
の
賃
借
契

約
に
つ
い
て
は
、
旧
町
村
に
お
け
る

契
約
を
引
き
継
い
で
い
る
場
合
も
多
く
、
ま

た
、単
価
の
算
出
方
法
も
異
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
見
直
し
を
行
い
、
土
地

賃
借
契
約
基
準
の
統
一
を
図
り
ま
す
。

適
正
な
定
員
管
理
の
実
施

庁
舎
建
設
計
画
に
伴
う
本
庁
と
総
合

支
所
の
役
割
分
担
の
総
点
検
と
簡
素

で
効
率
的
な
組
織
機
構
の
検
討
に
並
行
し
、

本
庁
舎
建
設
後
の
組
織
体
制
を
考
慮
し
た
新

た
な
定
員
適
正
化
計
画
を
策
定
し
、
こ
れ
に

基
づ
く
管
理
を
行
い
ま
す
。

本
庁
・
総
合
支
所
の
総
合
的
な
見
直
し

民
ニ
ー
ズ
に
柔
軟
的
に
対
応
し
、

か
つ
機
動
的
・
効
率
的
な
組
織
の

構
築
を
目
指
し
ま
す
。合
併
効
果
を
高
め
、

行
政
改
革
を
さ
ら
に
推
し
進
め
る
観
点
か

ら
、
本
庁
と
総
合
支
所

の
役
割
分
担
の
総
点
検

を
行
い
、
本
庁
舎
建
設

計
画
に
合
わ
せ
、
簡
素

で
効
率
的
な
組
織
機
構

の
確
立
を
図
り
ま
す
。

市 市

行

平税公本

市

※ 1 借入金（公債費）の返済額やこれに準じるものの額の大きさを指標化し財政負担の程度を示すもので、この割合が 18％以上にな
ると地方債の借り入れに許可を要するようになります。また、財政健全化法による健全化判断比率は、早期健全化基準を 25%とし、
財政再生基準を 35%と定め、この基準を超えた場合はそれぞれの健全化計画を策定することとなります。（H20 年度：15.0％）

※ 2 地方公共団体の一般会計の借入金（公債費）や公営企業会計を含む地方公共団体の全会計で、将来支払っていく可能性のある負担
等の程度を指標化し、将来財政を圧迫する可能性が高いかどうかを示すものです。財政健全化法による健全化判断比率は、早期健
全化基準を 350%とし、この基準を超えた場合は健全化計画を策定することとなります。（H20 年度：63.7％）
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